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■
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

　

指
定
管
理
者
制
度
は
、
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
や
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
公
の

施
設
（
※
）
の
管
理
に
つ
い
て
、民
間
事
業
者
の
活
力
や
能
力
を
生
か
し
、住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
な
ど
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
現
在
44
施
設
で
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
て
い
ま
す
が
、
令
和
６
年

３
月
31
日
を
も
っ
て
指
定
期
間
が
満
了
す
る
26
施
設
お
よ
び
新
た
に
同
制
度
を
導
入

す
る
１
施
設
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

ま
た
新
居
浜
港
務
局
で
は
、
令
和
６
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
１
施
設
の
指
定
期
間

が
満
了
す
る
た
め
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す
。

※
地
方
公
共
団
体
が
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
住
民
の
利
用
に

　

供
す
る
た
め
に
設
置
す
る
施
設
で
す
。

●
対
象
と
な
る
施
設
は
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

総
務
課　

☎
65
‐
１
２
１
２　
　

港
務
局
港
湾
課　

☎
65
‐
１
３
５
０

▼
募
集
要
項
の
配
布
時
期

　

８
月
１
日
㈫
～
31
日
㈭

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分
（
土
日
祝
除

　

く
）

▼
募
集
要
項
の
配
布
場
所

【
市
の
施
設
】市
役
所（
各
施
設
担
当
課
）

　

お
よ
び
各
支
所

【
新
居
浜
港
務
局
の
施
設
】
港
務
局

▼
応
募
書
類
の
提
出
期
間

　

８
月
21
日
㈪
～
31
日
㈭

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分（
土
日
除
く
）

▼
応
募
書
類
の
提
出
先

　

各
施
設
担
当
課

▼
そ
の
他

・
施
設
に
よ
っ
て
指
定
管
理
者
に
必
要

　

な
資
格
や
要
件
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
は
各
施
設
担
当
課
に
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
市
の
施
設
】

・
指
定
管
理
者
の
指
定
は
、
選
定
委
員

　

会
に
よ
る
審
査
を
経
て
、
応
募
団
体

　

か
ら
候
補
者
１
団
体
を
決
定
し
、
市

　

議
会
の
議
決
を
経
て
行
い
ま
す
。

・
管
理
期
間
（
指
定
期
間
）
は
市
議
会

　

の
議
決
に
よ
り
確
定
し
ま
す
。

【
新
居
浜
港
務
局
の
施
設
】

・
指
定
管
理
者
の
指
定
は
、
新
居
浜
港

　

務
局
委
員
会
の
議
決
を
経
て
行
い
ま

　

す
。
詳
細
は
港
湾
課
Ｈ
Ｐ
ま
で
。

■
世
界
恒
久
平
和
を
目
指
し
て地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課　

☎
65
‐
１
２
１
８

　

市
で
は
、
昭
和
32
年
に
「
平
和
都
市

宣
言
」
を
、
昭
和
59
年
に
「
核
兵
器
廃

絶
都
市
宣
言
」
を
行
い
、
平
和
行
政
の

推
進
を
図
っ
て
お
り
、
原
爆
パ
ネ
ル
展

な
ど
を
通
じ
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
と

も
に
、
世
界
の
恒
久
平
和
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

▼
原
爆
パ
ネ
ル
展

　

広
島
・
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た

当
時
の
写
真
や
惨
状
を
描
い
た
絵
画
な

ど
の
パ
ネ
ル
展
を
行
い
ま
す
。
原
爆
の

犠
牲
に
な
っ
た
人
た
ち
の
ご
冥
福
を
お

祈
り
す
る
と
と
も
に
、
戦
争
や
原
爆
の

悲
惨
さ
、
平
和
の
尊
さ
を
見
つ
め
直
す

機
会
と
し
て
、
お
近
く
の
会
場
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

▼
原
爆
死
没
者
の
慰
霊
お
よ
び
平
和
祈

念
の
黙
と
う
を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う

◎
広
島
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日
時

　
８
月
６
日
㈰　

８
時
15
分

◎
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日
時

　
８
月
９
日
㈬　

11
時
２
分

◎
終
戦
記
念
日

　
８
月
15
日
㈫　

正
午

【
開
催
日
】

◎
７
月
31
日
㈪
～
８
月
４
日
㈮

　

高
津
公
民
館

◎
８
月
７
日
㈪
～
10
日
㈭

　

角
野
公
民
館

◎
８
月
14
日
㈪
～
18
日
㈮

　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

◎
８
月
21
日
㈪
～
25
日
㈮

　

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

総務課 HP

港湾課 HP

令和４年度市役所ロビー展の様子
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▼
入
札
参
加
申
込
方
法

　

入
札
参
加
希
望
者
は
、
一
般
競
争
入

札
参
加
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
添
付
書
類
と
あ
わ
せ
て
管
財
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
な
ど
必

要
書
類
は
、
管
財
課
に
あ
り
ま
す
（
管

財
課
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

で
き
ま
す
）。

▼
受
付
期
間

　

７
月
31
日
㈪
～
８
月
18
日
㈮　

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分
（
土
日
祝
除

　

く
）

▼
入
札
日
時

　

９
月
13
日
㈬　

午
前
９
時
30
分
～

▼
入
札
場
所

　

市
役
所　

21
会
議
室

▼
そ
の
他

※
売
却
物
件
は
現
状
有
姿
で
の
引
き

　

渡
し
で
す
。
事
前
に
現
地
の
状
況
や

　

都
市
計
画
法
、
建
築
基
準
法
そ
の
他

　

の
関
連
法
令
に
よ
る
規
制
な
ど
を

　

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
資
格
、
売
却
物
件
の
地
図
・
写

　

真
・
公
図
な
ど
は
、
管
財
課
Ｈ
Ｐ
で

　

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
有
地
を
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
売
却
し
ま
す
。

■
市
の
土
地
を
売
り
ま
す
！

管
財
課　

☎
65
‐
１
２
２
２

所在地 地目 面積 最低売却価格

１ 平形町甲 815 番 149 宅地 78.11㎡ 154 万円

２ 篠場町 533 番９ 宅地 166.21㎡ 202 万円

３ 東雲町一丁目乙 292 番 12 宅地 633.41㎡ 1,150 万円

４ 岸の上町一丁目甲 2806 番 32 宅地 88.00㎡ 147 万円

５ 垣生六丁目甲 1399 番８ 宅地 557.46㎡ 506 万円

６ 垣生六丁目甲 1430 番２ 雑種地 923㎡ 419 万円

７ 阿島二丁目甲 1015 番 75 雑種地 369㎡ 614 万円

８ 西連寺町二丁目 1244 番１外２筆 宅地 1,623.60㎡ 1,474 万円

９ 坂井町一丁目 1138 番 宅地 243.41㎡ 1,400 万円

■
「
大
切
」
な
も
の
を
守
ろ
う
～
上
半
期
火
災
概
況
～

予
防
課　

☎
65
‐
１
３
４
２

火災概況（過去５年間の比較）　（各上半期）
出火件数 死者（人） 負傷者（人）

元年 17 ３ ２

２年 17 ０ ２

３年 21 １ 4

４年 20 １ 0

５年 13 ０ １

▼
令
和
５
年
度
上
半
期
の
出
火
原
因

　

火
災
は
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
使

う
身
近
な
も
の
が
原
因
で
発
生
し
ま

す
。
令
和
５
年
上
半
期
の
主
な
出
火
原

因
は
「
た
ば
こ
」「
配
線
器
具
」「
電

気
装
置
」「
火
入
れ
」
な
ど
で
す
。
火

の
取
り
扱
い
に
は
細
心
の
注
意
を
払
い

「
そ
の
場
を
離
れ
な
い
」、
離
れ
る
時
は

「
必
ず
火
を
消
す
」
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。
ち
ょ
っ
と
し
た
油
断
が
大
き
な
災

い
と
な
り
ま
す
。

▼
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

　

全
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警
報
器

の
設
置
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
火

災
の
早
期
発
見
が
皆
さ
ん
の
大
切
な

「
命
」
や
「
財
産
」
を
守
る
た
め
の
カ

ギ
と
な
り
ま
す
。

　

ま
だ
設
置
し
て
い
な
い
家
庭
は
早
急

に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。
既
に
設
置
し

て
い
る
家
庭
は
半
年
に
１
回
を
目
安
に

点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

令
和
５
年
上
半
期
（
１
月
～
６
月
）
の
火
災
概
況
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
出
火
件

数
は
13
件
で
前
年
比
７
件
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。令

和
５
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

　
「
火
を
消
し
て　

　
　
　

不
安
を
消
し
て

　
　
　
　
　
　
　

つ
な
ぐ
未
来
」

予防課　木村 鷹也

住宅用火災警報器を
設置しましょう

管財課 HP
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■
公
衆
浴
場
に
お
け
る
入
浴
着
を
着
用
し
た
入
浴
に

　

ご
理
解
・
ご
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す

　

乳
が
ん
や
皮
膚
移
植
の
手
術
な
ど
に
よ
る
あ
と
が
目
立
た
な
い
よ
う
に
、
専
用
の

入
浴
着
を
着
用
し
た
入
浴
を
希
望
す
る
人
が
い
ま
す
。
入
浴
着
を
着
用
し
た
人
も
気

兼
ね
な
く
入
浴
で
き
る
よ
う
、
ご
理
解
と
ご
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

☎
35
‐
１
０
７
０

▼
入
浴
着
と
は

　

乳
が
ん
や
皮
膚
移
植
の
手
術
な
ど

の
あ
と
を
、
周
囲
に
対
し
て
気
に
す

る
こ
と
な
く
入
浴
を
楽
し
め
る
よ
う

に
開
発
さ
れ
た
「
入
浴
用
肌
着
」
の

こ
と
で
す
。

▼
衛
生
面
に
つ
い
て

　

入
浴
着
は
浴
槽
に
入
る
前
に
、
付
着

し
た
石
け
ん
成
分
や
汚
れ
を
よ
く
洗

い
流
す
な
ど
、
清
潔
な
状
態
で
使
用
す

る
場
合
は
、
衛
生
管
理
上
の
問
題
は
あ

り
ま
せ
ん
。

■
あ
な
た
の
創
業
・
起
業
を
応
援
し
ま
す

産
業
振
興
課　

☎
65
‐
１
２
６
０

　

本
市
は
、
民
間
企
業
と
連
携
し
な
が
ら
創
業
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
創
業
に
興

味
が
あ
る
人
、
創
業
し
た
ば
か
り
の
人
を
対
象
と
し
た
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
準
備
し
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■
い
よ
ぎ
ん
新
居
浜
・
西
条
み
ら
い
起
業
塾

　

全
４
回
、
グ
ル
ー
プ
演
習
を
取
り
入

れ
た
実
践
的
な
講
座
で
す
。申
込
フ
ォ
ー

ム
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

　

①
８
月
30
日
㈬　

②
９
月
６
日
㈬

　

③
９
月
13
日
㈬　

④
９
月
20
日
㈬

　

各
回
19
時
～
21
時

▼
場
所

　

①
②
：
新
居
浜
商
工
会
議
所

　

③
④
：
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｊ
Ｏ 

Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｅ

▼
講
師

　

飯
尾　

渉
（
ワ
ク
タ
ル　

デ
ザ
イ
ン

　

＆
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
代
表
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

伊
予
銀
行
地
域
創
生
部

　

☎
089
‐

907
‐
１
０
７
４

申込
フォーム

■
新
居
浜
市
創
業
促
進
補
助
金

　

初
め
て
の
開
業
後
１
８
０
日
以
内
の

中
小
企
業
者
は
、
補
助
金
を
受
け
取
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て

は
、
産
業
振
興
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
創
業
相
談
窓
口

　

次
の
窓
口
で
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
新
居
浜
商
工
会
議
所

　
　
　
　
　
　
　

☎
33
‐
５
５
８
１

・
日
本
政
策
金
融
公
庫

　
　
　
　
　
　
　

☎
33
‐
９
１
０
１

・
え
ひ
め
東
予
産
業
創
造
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

☎
66
‐
１
１
１
１

・
市
産
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
65
‐
１
２
６
０

・
伊
予
銀
行　

各
支
店

・
東
予
信
用
金
庫　

各
支
店

・
愛
媛
県
信
用
保
証
協
会　

新
居
浜
支
所
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